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コミュニティ広場設置事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

コミュニティ広場設置事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱をここに公布す

る。 

 

 

 

令和 ６年 ３月２９日 

 

 

 

                   佐用町長  庵 逧 典 章 

 

 

 



佐用町要綱第１８号 

 

コミュニティ広場設置事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

 コミュニティ広場設置事業費補助金交付要綱（平成18年佐用町要綱第８号）の一

部を次のように改正する。 

 

題名中「設置」を「整備」に改める。 

第１条中「設置」を「整備」に改める。 

第２条第１項を次のように改める。 

補助の対象は、次の各号に掲げる整備事業とする。 

(１) コミュニティ広場（以下「対象広場」という。）の新設 

(２) 既設対象広場内設備の新設・修繕・撤去等 

第２条第２項中「新設した場合」を「過去に設置したもの又は新たに設置する

もの」に改める。 

第３条を次のように改める。 

（補助対象経費） 

第３条 補助対象とする経費は、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該補

助金の交付を受けた対象広場については、原則として交付を受けた年度から10

年間は補助しないものとする。 

(１) 新規に対象広場を設置する場合に要する経費（土地造成に係る経費のほ

か、広場内に設置する遊技施設・水道施設・フェンス・便所・その他必要な

施設の経費を含む。） 

(２) 既設対象広場内の設備（遊技施設・水道施設・フェンス・便所・その他

必要な施設）の新設・修繕・撤去等に係る経費 

第４条第１項中「広場」の次に「の整備」を加え、同条第２項を次のように改

める。 

２ 補助の額は、要する経費の２分の１以内とし、補助の上限額は、第３条第１

号の場合については100万円、第３条第２号の場合については50万円とする。 

様式第１号から様式第４号までを次のように改める。 



様式第１号（第５条関係） 

 



様式第２号（第７条関係） 

 



様式第３号（第８条関係） 

 



様式第４号（第10条関係） 

 
 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


